
 

 設  定  

納 税 管 理 人  変  更  の 申 告 書  

 取 り 消  

新 納税管理人 

私は、令和   年   月   日納税義務者         の 

納税管理人を承諾しました。 

住所 
 

                                  

氏名 
 

          ㊞ 

大 昭 平 

   年  月  日生 

電話（     ） 

    ―      

旧 納税管理人 住所 
                  

氏名 
 

         ㊞ 

   地方税法第３５５条の規定により、固定資産税・都市計画税に関する一切の事項を 

                        設 定 

 処理させるため、上記のとおり納税管理人を  変 更  しましたから申告します。 

                  取り消 

 令和   年   月   日 

   加茂市長 様 

         納税義務者  住 所                                                    

                                 電話（     ） 

                氏 名            ㊞      ―     

地方税法第３５５条〈加茂市税条例第五十二条〉 

  固定資産税の、納税義務者は、納税義務を負う市町村内に住所、居所、事務所又は事業所を

有しない場合においては、納税に関する一切の事項を処理させるため、当該市町村の条例で定

める地域内に居住する者のうちから納税管理人を定め、これを市町村長に申告しなければなら

ない。納税管理人を変更した場合においても、また、同様とする。 

確 
 

認 
 

欄 

設 

定
・
変 

更 

〈納税義務者・旧納税管理人〉 

普通納付の場合◆納付書を新納税管理人へ渡してもらう。 

口座振替の場合◆口座解約し、納付書を発行し、新納税管理人へ渡してもらう。 
〈新納税管理人〉 

口座振替を希望した場合◆あらためて口座申込みしてもらう。 

翌年度からは、（新しい）納税管理人に納税通知書・課税明細書が郵送される。 

取 

り 

消 

〈旧納税管理人〉 

普通納付の場合◆納付書を納税義務者へ渡してもらう。 

口座振替の場合◆口座解約し、納付書を発行し、納税義務者へ渡してもらう。 

〈納税義務者〉 

口座振替を希望した場合◆あらためて口座申込みしてもらう。 

翌年度からは、納税義務者に納税通知書・課税明細書が郵送される。 

 

受付印 


